
御坊支局
御坊市薗３６９－６

０７３８－２２－０３３５
随時予約可能

7/２７（月）実施

自筆証書遺言書保管制度説明会

詳しい内容については
各会場へお問い合わせください。

田辺支局
田辺市文里１丁目１１－９
０７３９－２２－０６９８
随時予約可能   

7/22（水）実施

橋本支局
橋本市東家５丁目２－２
０７３６－３２－０２０６
予約期限 7/21まで

7/22（水）午後2時～

要予約
まずは
お電話
ください

新宮支局
新宮市緑ヶ丘３丁目２－６４
０７３５－２２－２７５７
随時予約可能

7/3（金）実施

本局
和歌山市二番丁３
０７３－４２２－５１３１ 
予約期間 7/6 から7/10まで   

7/15（水）午後2時～

遺言書作成体験あり！   

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意志
や想いを確実に伝えるための手段です。説明会では、遺言書制
度とその活用法について、法務局職員が解説します。



遺言者の手続

手続には必ず遺言者本人が法

務局にお越しください。

自筆証書遺言の方式について

外形的な確認を行います。

遺言の内容についての相談は

お受けできません。

亡くなられた後に通知したい相

続人等を1名指定できます。

遺言者は預けた遺言書の閲覧

や保管の申請の撤回をすること

ができます。

相続人等は，遺言書の内容

の証明書の請求や遺言書の

閲覧をすることができます。

遺言書が法務局において

保管されていることを，そ

の他の相続人等に通知し

ます。

保管の申請に必要なもの

自筆証書遺言に係る

遺言書

申請書※

添付書類（本籍の 記

載のある住民票等）

本人確認書類
（マイナンバーカード・

運転免許証等）

手数料（収入印紙）

※ 申 請 書の様 式は，法 務 省 HP  
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)

からダウンロードできます。また，遺言書保管所窓口にも

備え付けられています。

相続人等が遺言書情報証明

書の交付を受けた場合若しく

は遺言書の閲覧をした場合

又は, 遺言者の死亡確認時

遺言書の保管の申請

遺言者が亡くなられた後の手続

法務局において保管されている遺言書については，
家庭裁判所での検認が不要となります。

検認不要

本制度に係る全ての手続には予約が必要です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
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